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総務文教常任委員会会議録 

 

１ 本委員会の開催日時は次のとおりである。 

   平成２８年９月１２日（月）午前１０時００分 

２ 本委員会の出席委員は次のとおりである。 

   委 員 長      前島  広紀 君   副委員長      平原  志保 君 

委  員      新橋   実 君   委  員      常盤  信一 君 

委  員      岡村 一二三 君   委  員      池田   守 君 

委  員      今吉  歳晴 君   委  員      宮内   博 君 

３ 本委員会の欠席委員は次のとおりである。 

   な  し 

４ 委員外議員の出席は次のとおりである。 

   な  し 

５ 傍聴議員の出席は次のとおりである。 

   議  員      植山  利博 君 

６ 本委員会に出席した説明員は次のとおりである。 

   教育部長      花堂   誠 君   教育総務課長    本村  成明 君 

教育政策Ｇ長    山口  清行 君   教育施設Ｇ長    末永  明弘 君 

   教育施設Ｇ主査   福盛   忍 君   教育施設Ｇ主任主事 有枝  隼人 君 

   教育施設Ｇ主任主事 有野  哲平 君   学校給食課長    北井上 真悟 君    

   学校給食管理Ｇ長  黒田  輝昭 君   学校給食管理Ｇ主任主事 高   秀和 君 

   国分中央高校事務長 山下  広行 君   管理Ｇ長      福永  清美 君 

   生涯学習課長    西   潤一 君   課長補佐      今村   靖 君 

主幹        石神   修 君                                       

選挙管理委員会事務局長  松下  昭典 君      主幹兼選挙Ｇ長   久木元 直仁 君 

選挙管理Ｇ主任主事 西   俊寛 君 

７ 本委員会の書記は次のとおりである。 

   書  記  徳留  要一 君 

８ 本委員会の付託案件は次のとおりである。 

議案第５６号 霧島市議会議員及び霧島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選

挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正に

ついて 

議案第５７号 霧島市公民館運営審議会に関する条例の一部改正について 

議案第５９号 請負契約の締結（Ｈ28 国分中央高等学校屋内運動場建築工事）について 

議案第６０号 請負契約の締結（Ｈ28 宮内小学校校舎増築ほか建築工事）について 

議案第６１号 請負契約の締結（Ｈ28 国分学校給食センター建設建築工事）について 

議案第６２号 財産の取得について 

９ 本委員会の概要は次のとおりである。 

 

「開 会  午前１０時００分」 

○委員長（前島広紀君） 

  ただいまから，総務文教常任委員会を開会します。本日は，去る９月６日の本会議で当委員会に

付託されました，議案６件についての審査を行います。ここで委員の皆様にお諮りします。本日の

会議は，お手元に配付しました次第書に基づいて進めていきたいと思いますが，よろしいでしょう

か。 
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［「異議なし」と言う声あり］ 

 

 

 

△ 議案第５６号 霧島市議会議員及び霧島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並び

に選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一

部改正について 

 

 

○委員長（前島広紀君） 

それでは，ただいまから審査に入ります。まず，議案第56号，霧島市議会議員及び霧島市長の選

挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に

関する条例の一部改正についてを審査します。執行部の説明を求めます。 

○選挙管理員会事務局長（松下昭典君） 

議案第56号，霧島市議会議員及び霧島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運

動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正につきまして，御説明いた

します。提案理由といたしましては，公職選挙法施行令の一部を改正する政令が平成28年４月８日

から施行されたことに伴いまして，選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に係る限度額が

引き上げられたため，本市もこれに準じて当該限度額について，本条例の所要の改正をしようとす

るものであります。公職選挙法施行令で規定する公営費の単価につきましては，国会議員の選挙時

の執行経費の基準に関する法律や人件費，物価の変動等を考慮して改正されますが，今回の改正で

は，選挙運動自動車の借入経費と燃料購入経費，ポスター作製に係る経費の単価改正が行われたも

のであります。条例改正の内容を具体的に申し上げます。新旧対照表の３ページをお開きください。

同条例の第４条では，選挙運動用自動車の使用における公費の支払いについて規定しておりますが，

第２項のアにおける自動車借入契約いわゆる自動車レンタル料の１日当たりの借入金額の限度額を

15,300円から15,800円に，第２項のイにおける燃料供給契約に基づく１日当たり燃料代金の限度額

を7,350円から7,560円に，それぞれ引き上げしようとするものであります。次に，第13条では，選

挙運動用ポスターの作成における公費の支払いについて規定しておりますが，選挙運動用ポスター

の作成における１枚当たりの作成単価の限度額を，510円48銭から525円６銭に引き上げしようとす

るものであります。以上が今回の条例改正の具体的内容でありますが，改正後の条例の規定により

適用される選挙につきましては，平成29年11月26日に任期満了を迎える霧島市議会議員選挙及び霧

島市長選挙を想定いたしております。御審議方，よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（前島広紀君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これより執行部に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○委員（宮内 博君） 

何点かですねお尋ねをしたいと思います。今回は車借上げ料と燃料代，ポスター作成費というこ

とでありますけど，特にその車の借り上げに関する部分について少しお聴きをしておきたいと思い

ます。まず，合併前の旧国分市，その他の６町ではどういう形で車が使われていたのかということ

についてお聴きをしたいと思います。 

○選挙管理員会事務局長（松下昭典君） 

自動車借入につきましては一般的に市に基づく契約，市のほうでは条例化されていたというふう

に把握いたしております。町ベースではこういう制度は取ってなかったのかなと，ですので今回改

正されましたのは車の借入れ経費でございます。この公選法の改正による公営に関する条項等につ

きましては，まずは平成元年に１回目の公営に関する公職選挙法で基づきまして地方選挙における
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選挙公営が拡大されたということで，国分市がその旨で適用していたのだろうと思います。今回合

併になりまして１回目の市議会議員，市長選挙の時からこの制度を適用させて現在に至っていると

いう状況になると思います。 

○委員（宮内 博君） 

確かに旧国分市には条例があったということですけど旧６町についてはですね，そういう公費負

担の制度というのはなかったわけですね，それで車についての件でありますので車の使用できる車

の違い，いわゆる旧６町のときと旧国分のときとですね，そこのところは今と同じような規定で運

営をされていたのですかね。 

○選挙管理員会事務局長（松下昭典君） 

車について本日は準備しておりません。法令によると市の選挙と市町村の選挙，使用できる車に

ついて規定してございます。合併時に統一されたという考えになろうかと思います。 

○委員長（前島広紀君） 

わかる方が答えてください。 

○選挙管理員会事務局長（松下昭典君） 

市の選挙においては，乗車定員４人以上10人以下の小型自動車と，その辺の規定があります。町

村の選挙においては乗車定員４人以上10人以下の小型自動車，まず一つ同じだろうと思います。次

に市の選挙においては４輪駆動式の自動車で車両重量２ｔ以下のもの，町村も同じでございます。

市では乗用定員10人以下の乗用自動車でア，イに該当しないということで小型自動車と４輪駆動式

の該当しないものを認めている。町村の選挙においては小型貨物自動車及び軽貨物自動車と，市と

町の差というのは小型貨物自動車及び軽貨物自動車については町村の選挙では認められているけれ

ども市の選挙において認められていないという差があります。 

○委員（宮内 博君） 

まあ，確かにそうですよね，町議会議員選挙の場合は軽の貨物自動車，軽トラックとかですね，

そういうものも認められる。ところが市議会議員選挙になるとそれは乗用でないとだめですよと，

公職選挙法の第141条の中に出てくるんですけれど，今まで霧島市の選挙を３回体験しているわけで

すね，それで過去２回の選挙ではですね使用が可能であった，乗用タイプの貨物車，いわゆる箱バ

ンですね，この車にも公費負担で燃料代が支給されるということがあったんですけれど前回の選挙

ではそれが厳しく制限されて，従来の過去２回の選挙のときには利用できたものが３年前の選挙で

は利用できなかったという例があったんですね，そしてその警察に届けに行くときに警察署からだ

めですよ，ということで突き返された方が何人かいたということは御存じですよね。 

○選挙管理委員会事務局長（松下昭典君） 

申し訳ありません。そちらの警察署から突き返されたというお話については，私どもは引き継ぎ

的にもお聞きしていないところでございました。 

○委員（宮内 博君） 

私は事前に承知していましたので突き返されませんでしたけれども，結局，自分の持っている車

は使えなかったですね，それで複数そういう方がいらっしゃったということでお聞きをしておりま

す。なぜ，過去２回は使うことができたのに同じ霧島市市議会議員選挙で，今回は使えなかったの

かということで，結局レンタカーあるいは友達の車，修理工場の車等を借りなければならなくて，

本来ならば自分の車でできれば自分の車なので公費負担はいらないわけですよね, もちろん燃料代

は請求ができますけど，そういうことで使わなくてもいい税金をですね使わざるを得なかったと，

このことがあったわけです。それはその確かに公職選挙法第141条の６，そして施行令の190条の３

のところで事務局長おっしゃったような規定がされているということはあるんだけれども，合併し

たまちですので，それぞれ旧町のときに使っていた車をまだ持ってる人たちっていうのはいるわけ

ですよね，そういうのが柔軟に対応できなかったのかなということで思ったんですけど，ほかのと

ころの19市のすべてで，それが厳格にやられているのかというのはすべて調べたわけではないです
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けれど例えば姶良市や垂水市だとかですね，そういうところでは柔軟に運用しているんですよ。い

わゆる４ナンバーの箱バンタイプの車も市会議員の選挙として使えるという形で対応してわけです。

だから，そういう意味では税金の節約にもなります。もっと対応ができるんではないのかなという

ふうに思ったんですけれど，その辺を検討したことはないですか。 

○選挙管理委員会事務局長（松下昭典君） 

この御質問の件について，異動でまいったときに決算委員会か予算委員会のどちらかだったと思

いますが，尋ねがあって私はその旨でお伺いしておりましたので県の事務局長会がある場合に質問

事項として各市にお問い合わせさせていただいた記憶がございます。各市の対応的には市のほうで

事前に選挙カーの番号や種類とか確認をする手立てがない。また，積載物の確認とか警察署のほう

でされると思いますけれども，そのときにしていただいておりますというとこが各市の状況でござ

いました。最終的に公営費の請求がくるときにこういった車の使用とか番号とか契約されていらっ

しゃいますんで，その場面でしか確認をすると手立てがなかったというようなことを各市の状況か

らお聴きしているところですけれども，それを実際認めていらっしゃったというお話は各市からお

聞きしていないところでございましたので，その事実関係はどうだったかということは分からない

ところですけれども，状況はもう一回，各市には問合せさせていただいて，確認はさせていただき

たいなと思います。 

○委員（宮内 博君） 

これは私どもの立候補説明会の時に候補者のところに配られたものですね，県の厚生部が作って

います。恐らく，同じものを19市すべてが同じものを使っているだろうと思うんですけど，それで

厳格にやってるところと柔軟にしているところとの違いというのがあるもんですからね，どうも不

思議なことなんだなと思うわけですね，合併という特殊な事情によっての生まれた霧島市でありま

すのでそういうところでは，考え方によっては過去２回の市議会議員選挙では少しゆるやかにしま

したよと，もう８年過ぎたら厳格にしないといけないよという内部の打合せがあって，そんなふう

にしたのかなと思わないでもないですが，ただそこのところを選挙管理委員会のほうで取り組みを

やったんだというところが聴けるのではないかと思って質問したのですが，ありませんでしたので

厳格に言えば法律では決まりになっているけれども，この法律そのものが作られた時代には，いわ

ゆる箱バンと言われるような型式の貨物自動車というのは存在しなかっただろうと，トラックと言

えば荷台がついている外に解放されているものが一般的だったということで，この法律の中にも開

放されたものは駄目ですよというのはわざわざ書いてあるようなところから見るとそんなふうに思

ったりするんですけれども，そこのところ，ぜひ必要であれば国のほうに時代に合っていない法律

になっているのではないかということで求めなきゃいけないようなものではないのかなというふう

に思いましたんで，質問をさせていただいたということです。 

○選挙管理委員会事務局長（松下昭典君） 

今，おっしゃる通りだろうと思います。私ども，鹿児島県内の各市であったり，鹿児島県，九州，

全国レベルの組織まで持っておりますんで，その旨の選挙用自動車の取り扱いがあまりにも複雑す

ぎるという形でその辺を改正できないかということで国のほうへ要望をいたしております。そうい

うことで今のところはその現行法において規定どおり動かざるえないというとこがございますけれ

ども，そういった形で要望事項を重ねておりますんで国のほうも検討していていただけるものだろ

うという形で考えております。 

○委員（新橋 実君） 

この燃料供給の契約の関係ですけども，この選挙運動用の自動車に供給した燃料の代金というの

がありますよね。これは確認ですけれども選挙運動用の車というのは１台分ですよね。 

○選挙管理委員会事務局長（松下昭典君） 

今日，お配りしている一覧表の中にあると思いますけれども選挙運動用自動車に供給した燃料の

代金と，これの単価改正を行ったということですが，ちょっとここに漏れているかもしれません。
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１のアのほうで対象とするのは同一の日については１台に限るとあるんですがここの部分について

と同じ考えということなので１台に限ることになると思います。 

 

○委員（新橋 実君） 

以前も7,350円といいますと四十何リッターになるかと思うんですけども，なかなかそこまで使う

方はいらしゃらない思うわけですけども，今回これが上がったわけですが単価も左右するわけです

よね，そういうことでどうかと思うわけですけれども実際にどれぐらい前回の選挙で一番使われた

方でいらっしゃるのかですね，そこをちょっと確認だけ。 

○選挙管理委員会事務局長（松下昭典君） 

確かに7,560円を今ガソリン価格は120円で計算してみますと１日当たり63ℓ，そうしますとℓ10㎞

走りますと630キロ，１日当たり，そこまで使われる方はいらっしゃらないのかなと思っております

が，前回の平成25年の選挙時におけます燃料代，限度額まで達した方は１名もいらっしゃいません。

一番多い方で１日当たりの平均でいきますと4,700円程度と，そういう形になっているようでござい

ます。当然その当時の燃料単価等も変動もありますので変わってくる可能性がございますが，平均

的には，そういった数字が出ているようです。 

○委員長（前島広紀君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，これで執行部に対する質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

 

「休 憩  午前１０時２１分」 

「再 開  午前１０時２２分」 

 

 

 

  △ 議案第５７号 霧島市公民館運営審議会に関する条例の一部改正について 

 

 

○委員長（前島広紀君） 

休憩に引き続き会議を開きます。次に，議案第57号，霧島市公民館運営審議会に関する条例の一

部改正についてを審査します。執行部の説明を求めます。 

○教育部長（花堂 誠君） 

今定例会に提案いたしました，議案第57号，霧島市公民館運営審議会に関する条例の一部改正に

つきまして御説明いたします。公民館事業の運営に関しましてこれまで，旧１市６町各地区の公民

館運営審議会において審議してまいりましたが，一体感を持てるよう霧島市全体の公民館運営審議

会として再編するため，本条例の所要の改正をしようとするものであります。詳細につきましては，

生涯学習課長がご説明いたしますので，御審議方をよろしくお願いいたします。 

○生涯学習課長（西 潤一君） 

議案第57号，霧島市公民館運営審議会に関する条例の一部改正につきまして，御説明いたします。

資料は，平成28年第３回霧島市議会定例会議案の６ページでございます。霧島市公民館運営審議会

に関する条例（平成17年霧島市条例第33号）の一部を次のように改正しようとするものでございま

す。第２条第２項中「各公民館ごとに10人以内」を「15人以内」に改め，同条第３項を削るもので

ございます。理由といたしましては，旧１市６町が合併して，昨年で10周年を迎えました。これま

で各方面において新市霧島市として，市民が一体感を持てるような様々な施策が行なわれてきとこ

ろでございます。そのような中，霧島市公民館運営審議会におきましても，これまで旧市町の区域
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ごとに設置されている公民館運営審議会を一本化して，公民館講座をはじめとする霧島市全体の公

民館事業について話し合える場として，広く市民が学び，集い，結び合うための霧島市公民館運営

審議会として，これまで各地域の運営審議会において審議されてまいりました特色ある公民館事業

に配慮しつつ，更なる進展を図ってまいります。以上のことから，本条例の所要の改正を行おうと

するものでございます。なお，新旧対照表は４ページでございます。御審議のほどよろしくお願い

します。 

○委員長（前島広紀君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これより執行部に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

○委員（宮内 博君） 

まず，確認をさせていただきたいと思いますけど新旧対照表のところにあるんですが，各公民館

ごとに10人以内というのを今回定数として15人以内にするということですよね，これでいきますと

最大で70人可能なのかなというふうに思うのですが，その点を確認しておきます。 

○生涯学習課長（西 潤一君） 

委員おっしゃるとおりただいまは各地区10名以内ということでございますので最大70名というこ

とでございます。それを一本化しますと15名以内ということでございますけど，社会教育法により

まして，その委員の委嘱につきましては各方面から規定がございまして，それぞれその方面から委

嘱しますと15名程度がふさわしいだろうということで15名としたところです。 

○委員（宮内 博君） 

市民の一体的な取組ができるようにということも今回の定数の改定の大きな狙いがあるというこ

とでありますけれど，いわゆる今御答弁があったように社会教育法の中に明記をされている公民館

という位置付けの議論になるわけですけれど，この社会教育法に位置付けられている公民館と，そ

うではない公民館とのいわゆる使い分けというのか，明確化というのかですね，そこのところがど

んなふうにこれから先なされていくのかなというのを検討しているものがあれば出していただけれ

ばというふうに思うんですけれど，公民館の役割等について一定の社会教育法では制限をかけてい

るわけですけれど，それがどうもごちゃ混ぜになっている傾向というのがあるように感じるものだ

から，そこのところちょっと気に掛かっています。 

○保健福祉部長（花堂 誠君） 

委員が今御指摘のとおり公民館は社会教育法の第20条で，その市町村その一定地域内の住民のた

めに実生活に則する教育学術及び文化に関する各種の事業を行いとその住民の教養の向上，健康の

増進情操の純化図り生活文化の振興，社会福祉の増進に寄与することを目的とするということで基

本的には市町村が設置するとなっております。ただ，そのほか公民館として今の目的を達成するそ

の公民館を設置しようとする一般社団法人，または一般財団法人も設置できるとなっています。委

員がお尋ねの分についてはこの社会教育法に言ういわゆる，そのソフトの面，中でその社会教育活

動するのと館ですね建物，そういった面で霧島市だけじゃないと思いますが，例えば地域のいわゆ

るコミュニティ施設ですね，あの公民館と呼ばれているもの，私の自治会にありますけれども，そ

ういったもののほとんどが自分たちで費用を出し合ってですね，館としてその中でいろんな話し合

い活動やいろんな行事等を行うということでしていると思います。御提案申し上げております，い

わゆる条例公民館は社会教育法に基づく公民館だと考えております。ただそういう地域にあるコミ

ュニティの施設としての公民館については，管轄は市長部局の共生協働推進課のほうになると思い

ます。我々といたしましても条例公民館がやはり地域に適正に数があるのかそういったものも議論

をしながら条例公民館の在り方については考えております。そういったことから例えばその条例公

民館を整理するとなった場合には先ほど委員からお尋ねがあった，いわゆる地域のコミュニティの

ための施設，館としての公民館，そういったすみ分けをしていかないといけないと思っております。

ちょうど今その議論を進めているところでございます。 
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○委員（宮内 博君）  

15人以内になるということで随分，人数的に絞られてくるわけですけれども，とは言ってもやは

り旧１市６町の中から少なくとも複数といいますか，あるいはその可能な限り人数を選んでその地

域の特性等も反映できるというような形で議論ができるような工夫というのが必要であろうと思う

んですけども今回のこの提案に当たってそれのことはどのような議論をなさっていますか。 

○保健福祉部長（花堂 誠君） 

平成27年度から各地区の公民館運営審議会のほうに市としてはこういう考えがあるんですがとい

うことで意見聴取を行なっております。そういった中で国分，霧島，福山については特に反対意見

はございませんでした。溝辺，横川，牧園については基本的にこの公民館運営審議会というものの

役割というものの説明をお聴きになりまして，そういった説明をさせていただいた結果，そういう

ことであれば統合して例えば横川であれば統合されれば横川地区の実情がほかの委員に方々にも分

かるのではないか，そういった意見が出されて態勢としては，ほとんど賛同する方向の御意見を頂

いたところです。特に隼人については早く全体の運営審議会を作ってほしいと推測しますと隼人に

ついては，先ほど申し上げました館とその中身の社会教育法に基づく公民館としての施設が昔から

位置付けられてきておりましたのでそういう意見があったのではないかと思います。そういったこ

とも併せまして15名の委員も各地区からバランスよくお願いしたいなと考えております。 

○委員（岡村一二三君） 

ちょっとお尋ねしておきますが，市民が一体感を持てるような様々なということで，一本化をし

ようというのは意味がわかるんだけど例えば具体的に言いますと横川地区で公民館講座をやってい

ます。その中で高齢者学級も入っています。横川地区は従来から車を運転できない人がいらっしゃ

いましてバスで送迎していましたが合併後は，他の地区が自分たちで出てきてもらっているのでバ

スはまわせないという話がきました。なんとかそこを考慮して現在はバスをまわしてもらっていま

す。そういったことで地域にはやはり特色がありますのでその辺は十分に分配慮した上で審議会で

議論はされていくものなのか，それとも国分，隼人にはバスはまわしていないからもうしませんよ

と，いうことになるのかここが一つ心配しているんですがその辺はどうなるのかお聞かせください。 

○保健福祉部長（花堂 誠君） 

結論を申しますと基本的にはですね，今の各地区，霧島市民という一つの市民の方々の考え方と

してはどの地区においてもそういう不便性があってはならない，公平公正に講座等は受けていただ

くというのが基本でございます。そういった現在のバスの送迎とかそういったものは崩す考えは持

っておりません。例えば，保健福祉部でも岡村議員から御指摘も頂いたんですが健康検診とかです

ね，そういったものもやはり高齢化すればするほど特に山間部におきましては交通手段がなくなる

ということもありますので，そういったことは全体的に市でも考えていかなければならないと思っ

ております。 

○委員（新橋 実君） 

これは確認なんですけども，以前牧園のほうで条例公民館を利用して議員と語ろかいを開いたこ

とがあったわけですけども，そこで色々な意見が出ました。公民館を利用するときに公民館では会

合はできるけれども飲食はできないということを言われたわけですよね，ほかの国分とかのそうい

うところは各自治公民館で会合とか飲食ができるわけです。そういった場所の確保とかいうことが

今回のこういう形なることなるが，現在はどのような状況か確認をします。 

○生涯学習課長（西 潤一君） 

ただ今，おっしゃいますようなことがあるわけでございますけれども，基本的には公民館におき

まして飲み食いはできないというのが基本的なことでございます。というのがやっぱりその公民館

活動において例えば運動会のあがりをしたいということで利用される分にはいいんでしょうけれど

も一つにはその裏側で民業を圧迫ということも考えられますので基本的には飲み食いは禁止してい

る状況です。 
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○委員（新橋 実君） 

公民館ではできないけれども例えばそういう場所がですよ，各地区に別の形で備わっていると理

解していいですか。自治公民館のような形で公民館でも集会所でもいいのですけれど各地区にそう

いうものがあるのですかね。そのようなものが備わっていると理解していいですか。集会施設が。 

○保健福祉部長（花堂 誠君） 

先ほど申し上げましたとおり，条例公民館というのは市が直接管理をしていく公民館でありまし

て，それから先ほどお尋ねだったいわゆる地域のコミュニティー施設としての館としての施設は各

自治公民館と呼ばれているもの自治会の公民館と言われているものがあると思います。それについ

ては共生協働推進課の管轄なんですけれども例えば私どもの自治公民館においては，そういうコミ

ュニティ施設としての公民館はもう飲食自由にやっておりますので牧園地区もそういうものはどう

なのですかね，条例公民館が牧園地区は幾つかありますのでそれ以外については，ちょっと把握を

していないところです。 

○副委員長（平原志保君） 

二点あるんですけれども，今回人数が変りますよね，今までは各公民館ごとという言葉がついて

いますが次からはつかなくなるということで，委員がいなくなる地域も出てくる可能性はあるんで

すか。 

○生涯学習課長（西 潤一君） 

先ほど部長のほうからも答弁いたしましたが，その辺は15名の中で各地区から漏れなく１人委嘱

するような形で考えているところでございます。 

○副委員長（平原志保君） 

そうすると１人以上というような言葉は入れておかなくて良かったのかなと思うんですけれども。 

○生涯学習課長（西 潤一君） 

今はそういう形で一つにするということですので必要かもしれませんが，これが十年後二十年後

先になったときに果たしてどうなのかということがございますので各地区ということは省いている

ところでございます。 

○副委員長（平原志保君） 

あともう一点なんですけれども，これはここでお聞きすることかどうかはちょっと分からないん

ですが，自治公民館の公民館という言葉なんですけれども地域の公民館があったり条例公民館があ

ったりということで同じ公民館という言葉を使いますが，この際なので名前を変えたほうがいいの

ではないかなといつも思うんですけれども変える予定はないでしょうか。 

○保健福祉部長（花堂 誠君） 

教育委員会の公民館としては法に基づく公民館でございますので法が改正されない限りは公民館

という名称を使わざるを得ない。ただ先ほど申し上げております地域のコミュニティー施設として

の館については公民館と呼んだりいろいろな呼び方も各地区ではされていると思います。そういっ

たものは各地区の呼び方というものもあるのではないかと思います。 

○副委員長（平原志保君） 

大きいほうの条例公民館のほうが全体的に地区の人だけではなく市民全体がよその公民館を使う

ことがあると思うので，そのときによそから来たときに迷った場所の一つなんですね，公民館とい

う名前を残すにしても愛称でもよいので，ここもシビックセンターと名前がありますけれども，各

地域一つ一つ名前が付けてあれば地図上でも探したりとか電話番号で捜すときに探しやすかったり

とかあると思うんですけどいかがでしょうか。 

○保健福祉部長（花堂 誠君） 

確かに法でいきますと公民館という形なんですけれども，やはり館としての愛称はあってもいい

んじゃないかなとそこはまた，今回この改正を議決いただいていたあとのその公民館運営審議会，

市全体の会議でもですね検討課題とさせていただきたいと思います。 
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○委員長（前島広紀君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ほかにないようですので，これで執行部に対する質疑を終わります。ここでしばらく休憩します。 

 

「休 憩  午前１０時２２分」 

「再 開  午前１０時２３分」 

 

 

 

△ 議案第５９号 請負契約の締結について（Ｈ28 国分中央高等学校屋内運動場建築工事） 

  議案第６０号 請負契約の締結について（Ｈ28 宮内小学校校舎増築ほか建築工事） 

  議案第６０号 請負契約の締結について（Ｈ28 国分学校給食センター建設建築工事） 

議案第６２号 財産の取得について 

 

 

○委員長（前島広紀君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に，次に議案第59号請負契約の締結から議案第62号財産の

取得まで一括して審査いたします。執行部の説明を求めます。 

○教育部長（花堂 誠君） 

議案第59号から議案第61号の請負契約の締結及び議案第62号の財産の取得について御説明いたし

ます。まず，議案第59号は，「国分中央高等学校屋内運動場建設」について，議案第60号は，「宮内

小学校校舎増築等」について，議案第61号は，上小川小学校隣接地に建設を予定しております「国

分学校給食センター」について，それぞれ仮契約を締結しましたので，地方自治法第96条第１項第

５号及び霧島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づき，議会の議決を求めようとするものでございます。次に，議案第62号は，（仮称）国分学校給食

センター厨房機器一式を購入するにあたり，地方自治法第96条第１項第８号及び霧島市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき，議会の議決を求める

ものでございます。ここで皆様方に御了承いただきたいと思います。議案第61号につきましては，

（仮称）を付けていない国分学校給食センターになっており議案第62号は（仮称）を付けた国分学

校給食センターになっておりますが現実的には今回の議案をお認めいただいた後，給食センターが

無事完成した後に関係する設置管理条例で新しい名称は提案させていただきます。どちらも（仮称）

とするべきでございましたが建築のほうはもう既に国分学校給食センターという名称でしておりま

したのでどうか御了承いただきたいと思います。申し訳ございません。それでは詳細はそれぞれの

主管課長が御説明申し上げますのでよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○教育総務課長（本村成明君） 

議案第59号から61号までの請負契約の締結について，御説明いたします。まず，議案書の８ペー

ジをお開きください。議案第59号，H28国分中央高等学校屋内運動場建築工事につきましては，一般

競争入札の総合評価方式で実施し，ヤマグチ・末重・今村・曽山・ダイサン特定建設工事共同企業

体が，入札価格11億9,600万円，評価値「9.097」で落札いたしました。９ページを御覧ください。

工期は，平成30年2月28日までとしております。なお，予算につきましては本年度当初予算で債務負

担行為を設定いたしております。工事概要につきましては，鉄筋コンクリート造３階建て，延床面

積は4,861㎡でございます。10ページを御覧ください。建設場所は，資料１全体配置図のとおり，校

舎１号棟，２号棟の西側でございます。各階の平面図につきましては，11ページから13ページに，

立面図につきましては，15ページから18ページに掲載しております。19ページを御覧ください。次
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に，議案第60号，H28宮内小学校校舎増築ほか建築工事につきましては，一般競争入札の総合評価方

式で実施し，安田・秋窪・末広特定建設工事共同企業体が，入札価格３億2,850万円，評価値「31.7504」

で落札いたしました。20ページを御覧ください。工期は，平成29年10月31日までとしております。

こちらも，予算につきましては本年度当初予算で債務負担行為を設定いたしております。工事概要

につきましては，鉄筋コンクリート造３階建て，増築部分の延床面積は1,433㎡でございます。一部

既設校舎の改修等も含んでおります。21ページを御覧ください。増築校舎は，資料１全体配置図の

とおり，既設の校舎と体育館の間に建設します。各階の平面図につきましては，22ページから24ペ

ージに，立面図につきましては，26ページに掲載しております。27ページを御覧ください。議案第

61号，H28国分学校給食センター建設建築工事につきましては，一般競争入札の総合評価方式で実施

し，小永吉・堀之内・ヤマシタ特定建設工事共同企業体が，入札価格３億300万円，評価値「35.6106」

で落札いたしました。28ページを御覧ください。工期は，平成29年６月30日までとしております。

こちらも，予算につきましては本年度当初予算で債務負担行為を設定いたしております。工事概要

につきましては，鉄骨造２階建て，延床面積は1690.22㎡でございます。29ページを御覧ください。

建設場所は，資料１全体配置図のとおり，上小川小学校体育館，プールの西側隣接地でございます。

各階の平面図につきましては，30ページから31ページに，立面図につきましては，33ページに掲載

しております。以上，３件の工事につきまして，請負契約を締結しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

議案第62号，財産の取得につきまして御説明いたします。34ページをご覧ください。（仮称）国分

学校給食センターの建設に伴い，運営に要する主要な厨房機器を購入するため，財産を取得しよう

とするものであります。取得の方法は，公募型プロポーザル方式による選定を実施した総合評価の

結果に基づく随意契約によるもので，取得金額は，１億3,623万2,280円，取得の相手方は，鹿児島

アイホー調理機株式会社でございます。機器の内訳等につきましては，35ページをご覧ください。

以上で学校給食課関係の説明を終わります。 

○委員長（前島広紀君） 

ただいま執行部の説明が終わりました。これより執行部に対する議案４件の質疑を一括して行い

ます。質疑の場合はまず，議案番号又は件名を先におっしゃってから発言してください。質疑はあ

りませんか。 

○委員（新橋 実君） 

建築工事について３件ともですが評価値，これはどのようになっているか中身を教えてください。 

○教育総務課長（本村成明君） 

加算点につきましてはこの総合評価方式で企業の施工能力，それから配置予定技術者の能力，地

域貢献度，この地域貢献度につきましてはボランティア活動でありますとかその会社に消防団員が

何人雇用されているかというような内訳もございますがこれらを積み上げられて算出がなされてお

ります。評価値につきましては，ただ今申し上げましたそれぞれの評価点を入札金額で割りまして

それに定数を乗じたものを計算し評価値が算出されております。 

○委員（新橋 実君） 

国分中央高校ですが，ここに内山さんと豊明さんと市外業者が入っていますがここを指名した理

由は何ですか。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

入札の資格と致しまして鹿児島県内に本社本店を置き，霧島市入札参加資格建築一式工事を有し

ているもので直近で総合評価の総合評定値を950点以上あり平成23年度以降に完成した鉄筋コンク

リート造，延床面積2,000㎡以上の工事を有する者というのを代表者の要件といたしておりますので

その要件にあった業者さんでＪＶを市内業者と含めて組んでいただいているというようなことにな

ります。 
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○委員（新橋 実君） 

だからですよ，それは県内にはたくさん業者はいるわけですけれども，なぜこの業者になったの

ですか。そこを詳しく教えてください。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

市のほうで指名したわけではないので公募というか，業者のほうで４また５社という形のＪＶ組

んでくださいという形でこちらのほうでの告示を出していますので，豊明さんともう一つが市内業

者と組まれたのは入札にその業者が参加するということの業者さんからの意思だと考えております。 

○委員（新橋 実君） 

今，４または５社と言われましたが全て５社ではないですか。４社でもよかったのですか。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

４社または５社という形で告示しています。４社でも構わないです。 

○委員（新橋 実君） 

地元の企業４社でもよかったということですか。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

代表者の要件にあった業者さんがどうしても１社入ってその中で４または５社という形になりま

すので市内業者さんで４社組まれてもその代表者の要件に合えば問題ございません。 

○委員（新橋 実君） 

それであれば全部地元でできたのではないかと思うんですが，18社を４で割ればＪＶ四つはでき

るわけですよね，これは一般競争入札なのでＪＶが何社も集まってもいいわけなので，そこは問題

なかったわけですよね。その辺はどうですか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

今の構成員につきましては先ほど答弁申し上げたとおり４社または５社としておりますので，数

が何社でもいいということにはならないと思います。それからこの国分中央高校につきましては，

ほかの２件と違いまして非常に規模が大きかったため共同企業体の代表者に掲げる要件に先ほどお

答えしましたとおり公告の中で鹿児島県内に本社本店を置き霧島市入札参加資格を有しているもの

ということをうたったところでございます。 

○委員（新橋 実君） 

先ほどから言いますように４社または５社のうちの霧島市内の業者でトップがその４社に該当す

る業者が何社あるのか，そこをお伺いします。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

今回，ＪＶとして出してきた４ＪＶがあるんですけれども，代表者として要件を満たしているの

はその残りの鎌田さん，山口さんが代表者として今，ＪＶとして入ってきていますので，その２社

は代表者としての要件は満たしております。 

○委員（新橋 実君） 

そこは，５社ですよね，４社でもよかったということですか。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

４社でも構わないです。 

○委員（新橋 実君） 

宮内小学校のほうですけれども，これは再入札になっているわけですよね，再入札になった原因

というのはどういった形で考えてらっしゃいますか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

原因というのは非常に難しいところではあるわけでございますが，建築工事につきましてはもう

委員もよく御存じのとおり大規模な工事の場合には見積による工種が多数含まれますことや予定価

格が事後公表になっていることがやはり原因になったのではないかというふうに考えているところ

でございます。 
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○委員（新橋 実君） 

もちろん，三つともそうなんですがこれだけが再入札なんですよ，だから再入札になった原因と

いうのは，増築工事というのは単体と違って非常に厳しい状況もあると思うのですが，その辺の予

算の配分とか厳しかったのではと思うんですけど，その辺についてはどうですか。一般質問でも話

をしましたが，積算数量のほうも出されているような話も聞いたわけですがその辺はどうなんです

か。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

閲覧の段階で工事発注図面は全て，内訳書についても全ての内訳の細かい数量何百何十㎡という

形のやつは数量としてはすべて閲覧として公表しております。 

○委員（新橋 実君） 

それであってもですね，やはり見積金額というのは設計事務所が出しているわけですからそれで

差がつくわけですよね，やはりそういったものを公表していかないとやっぱりこのような結果にな

るわけです。二回目以降でも実際この工事予定価格を下回ったのはこの業者しかいないわけです。

あとは非常に高いわけですよ，いろんな問題あると思うんですけども非常に厳しい予算だったので

はないかいう話も聞くわけですけれどもやっぱり，今後はそういった公開も必要と思うわけですけ

れどもその辺についてちょっとお伺いします。 

○教育総務課長（本村成明君） 

予算につきましては当然，担当課が要求をし，そしてまた財政課のほうで予算査定というものが

行われるわけでございます。私どもは予算査定があったそしてまた議会でお認めをいただいた予算

額に基づいてしか設計ができないわけでございますのでそこのところは精一杯努力をしているとい

うふうに考えております。 

○委員（新橋 実君） 

最後に落札率の確認をそれぞれお願いします。 

○教育総務課長（本村成明君） 

落札率を申し上げます。国分学校給食センター98.67%，宮内小学校97.69%，国分中央高等学校屋

内運動場97.59%以上でございます。 

○委員（新橋 実君） 

調理器具のほうですけども，今回アイホーさんのほうが随意契約ということで取られているわけ

ですけれども，ここしかなかったということですか鹿児島県内に，だからここと随意契約をされた

ということですか。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

業者の選定についてでございますけれども，興味を持たれている関連事業者様から広く御提案を

いただけますように（仮称）霧島市立国分学校給食センターに伴うこの厨房機器システム一式購入

につきましては，公募型のプロポーザルという形で募集をして，参加表明をされたところによるプ

レゼンテーションをしていただいて審査したところでございますけれども，参加表明されたのは２

社でございました。 

○委員（新橋 実君） 

２社あったわけですね，それをプロポーザルという形でされて，そこでは金額の提示とかいうの

はあったわけですか。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

はい，プロポーザル方式でございますので流れといたしましては，まずは御提出いただいた提案

書を一次審査ということで栄養教諭とですね，学校給食衛生管理基準等に熟知したもので審査をい

たしまして２社とも基準に達しているということで，その２社によるプレゼンテーションによる審

査，二次審査を行いますのでいうことを通知させていただき，それでまた選定委員のほうで，まず

話を聞いてもちろん提案書の中には金額の提示もございましたけれども基本的にはプロポーザルと
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いうのが工事の設計を進めるのに，どうしてもこれだけ規模の大きな施設になりますとその設計業

者さん単独で取り組むということで非常に難しいので，まずは厨房機器がどういったシステムでど

ういう配置でというものを決めまして，その配置に基づいて設計業者さんを決めて協力しあいなが

ら厨房機器業者と設計業者が協力し合い，我々の意見を聞きながら最終的な設計というものを組ん

でまいりますのでで，今回このような形で決めてまいりまして，もちろん提案された額というのは

上限になりますけれども，またそこから単独校が廃止されるところですね，そこで使えるものであ

るとかまた一部動線の見直し等を行っていますので，最終的な額は提案額よりも若干，下回る額と

いうことになっています。 

○委員（新橋 実君） 

この調理器具というのですね，聞くところによりますと非常にですね，毎日使うものですから壊

れやすいとか後々大変だということで，実際使っている方言われるわけですけども，やはり後々の

保障というのが非常に大事だと思います。保障というか修理したりとか，その辺が大事でただ入れ

ただけでは駄目なんですよね。その辺のアフターサービス，保証期間というのはどのような提案に

なっているか。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

プロポーザルでございますので特に一次審査を行いました栄養教諭等につきましては，直面する

課題でございますので，その辺の価格面だけではなくてその衛生管理基準に合致したということを

併せて今おっしゃるようなメンテナンス，機器が不調があって停止するようなことがあれば給食も

止めないといけないという事態もありますので迅速に対応していただけるというような審査項目も

ありましてそこも重点的に評価をして選定業者のほうに決定したという流れになろうかと思います。 

○委員（新橋 実君） 

実際の霧島市内でアイホー調理機を使っている学校，給食センターはどれくらいありますか。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

はい，センターにつきましては基本的にはアイホー調理機のものかと思います。単独調理場につ

いきましては，建設当時は様々なところが入れていたりとか，いろいろな組み合わせで１社だけで

はなくてとかありますけど，実質的にはそういったところもメンテナンスを行なっていただいてい

る。なかなかですねお声かけしても見ていただけないというところもありまして，センターの面倒

を見ていただいていることもあってアイホー調理機に単独調理場につきましてもですね，見ていた

だいているというのが実情になろうかと思います。 

○委員（新橋 実君） 

要望しておきますけど，アイホーさんについては，メンテナンス等もしっかりされると聞いてお

ります。今使われている調理器具等についても整備が悪いところもあるようなので，そういったと

ころもまわってもらえるように要望しておきます。 

○委員（宮内 博君） 

今回，提案をされている中で私は，学校給食の関係で（仮称）国分学校給食センターと今，議論

になっております厨房機器の関係で少しお尋ねしたいと思うのですけど，従来の旧国分でやられて

いた自校方式の政策をこの大きく変更するということで提案をされているものです。実際私どもの

委員会では５月に群馬県の高崎市を視察してきました。高崎市は合併してからセンター方式から自

校方式に年次計画で移行しているという取組をやっているところです。そういったところからする

と全く違う方向で進めていこうというのですね，本市の取組ということになるんですけれど前回の

全協の中で報告がされたことがあるんですけれど上小川小学校，国分西小学校，天降川小学校，川

原小学校，この小学校に配食をするもの約2,000食ですねここで作るということであったんですけれ

ども，まずそこのところ確認をしておきます。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

全体的な流れで申しますと今おっしゃったところに木原小中学校もございますので，そこの６校
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に対して今年の５月１日現在の数で申し上げますと1,800食ぐらいになろうかと思います。また来年

度は天降川小学校が増えてくればもうちょっと多くの配食数になってくるのかなというふうには思

っているところでございます。 

○委員（宮内 博君） 

天降川小学校が加わると2,000食を超えるということになりますよね，今の話は1,800というのは

以前計画を進めようという報告があったときに，そういうふうに受けておりましたので当然，天降

川小学校が入ってというふうに思っていたんですけど，今の答弁では1,800食にさらに天降川小学校

が加わるとおっしゃったのでそういうふうに確認をしているところです。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

申し訳ありません。再度申し上げます。新センターから配食いたしますのは天降川小学校，上小

川小学校の現在，隼人センターから配食を行なっているところと国分西小学校ですね，それから川

原小学校，木原小中学校という６校の合計で約1,800食ということでございます。訂正させていただ

きます。 

○委員（宮内 博君） 

厨房機器の購入もそれに合わせた数が消化できるようなものを準備するということになるのだろ

うと思うんですけど，やはりハード面だけではなくて学校給食そのものをどういうふうにしていく

のかということですね一つ大きく問われるようなことになる施設整備だろうと思うんですよね，そ

れで今地方創生ということが言われていて実際に地元の食材等をいかに活用して地域の就労の場を

確保したりとかいうような取組につなげていくことが大事だということも議論をされているところ

であるわけですが実際に今回のセンター建設によって六つの学校から，天降川小学校は今はセンタ

ー方式で，隼人センターから運んでいるということがあるんですが上小川小学校は自校方式であっ

たものを一時的にそうしているわけですけれども，ここの中で実際にその，地元の食材を供給でき

るそういう最大限のこの可能な食数ことなどをどんなふうに検討したんだろうかなと，私が言いた

いのは地産地消を進めるための取り組みと相まってですね，こういった事業というのを計画する必

要があるだろうというふうに思います。当然その子供たちに近いところで給食を作るということも

大変大事なことだというふうに思うんですけど，その辺どのような議論をしてきているのかという

ことについて御説明をいただけませんか。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

まず，地産地消という部分についてでございますけれども，隼人センター今現在4,500食ほど配食

をいたしておりますけれども隼人センターでは皆様も御承知のとおり，いきいきランチクラブとい

う地元の業者様との連携をいたしておりまして，その業者様が育成されているもの，また，こうい

ったものがほしいんだけどというようなことも提案等もさせていただいているところでございます

けれども，基本的には例えば隼人センターで必要なものを全量納入してくださいというようなお願

いしているわけではなく，当日の献立に，これだけいるんですがいかがでしょうかということでそ

の一部分しか納入できないというようなこともあるわけでございますが，そういった部分は納入い

ただける分だけ納入いただいて不足する部分というものを専門業者さんにお願いをしているという

状況でございますので，栄養教諭とも正直申し上げまして時間は掛かりますが今一生懸命ですね地

元の食材をなるべく使っていこうということでの取組をやっていただいておりますけれども，一番

の課題というのが意欲のある業者様がいらっしゃったとしても，配送ですね，今いきいきランチク

ラブは直接センターに持ち込んでいただいているんですけれども個別で持ち込んでいただくという

のがなかなかできないという業者様も多いんでその辺のマッチングといいましょうか，今後どうや

って給食施設まで納入できるものを届けるかというところがこの地産地消というのを進めていく上

では一番の課題なのかなというふうに現場としては考えているところでございます。ですので，そ

こについて強く今取り組んでいってないという状況もございますけれども栄養教諭に努力を進めて

いただきながら，また農政ほうと連携をしながらなるべく多く納入していけるというような取組を
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していきたいと思っております。それから単独校からのセンターの集約ですが皆様，御承知のとお

り一旦は全体を一つにというところが今の形になっているわけでございますけれども，そちらにつ

きましても，ウエット方式からドライ方式への施設に造り替えるとなりますと，人員もそうなんで

すけれども部屋が区切られる形になりますので，最低でも1.5倍の面積は必要になるというふうに言

われておりまして実際設計等をしてみますとやはり多くの面積を有するということになりますので，

そこの切り分けとしてどうしてもその学校敷地内に給食室がつくる面積が確保できないところとい

うところで今回の６校を集約するという決定なりまして残りは８校になると思うんですけれども，

維持していくという部分とまた改修が必要なところはそこが建設できるという形でですね可能な限

り進めていきたいというふうに思っておりますけれども給食施設，学校内になければいけませんの

でその面積の確保というものが一番の課題なろうかというふうに思っております。 

○委員（宮内 博君） 

隼人の4,500食の経験があるからその半分以下のですね，食数のところだから実際できるという思

いがあるんだろうというふうに思うんですけれども，今実際そのそれだけの大量の食材をですね届

けることができる地元の農家にそれだけの力があるいうところがいかほどあるのかということだろ

うと思うんですよね，自校方式というのは食数が少ないですから地域の農家の方たちでも対応でき

る部分がたくさんあるだろうと思うんだけど規模が大きくなればなるほど，その可能性が非常に難

しくなるということはどう見ても分かる話だろうと思うんですけど，当然今自校方式でやっている

ところ，そしてそこにその納入されている業者さんたちの取り扱いをどうしていくのかということ

も大きな課題になってくるだろうと思うんですけれど，その辺はどのように議論しているのですか。 

○教育部長（花堂 誠君） 

地産地消という観点からいいますと私も農政にいた経験がございますので，やはり農家とそれか

ら市場ですね，例えば農協であれば共販という形にしている作物もあります，その場合に一番大事

なのは定時，決まった時間に定量，同じ量，定質，質が揃ったものというのが基本なんです。そう

いったものがやはり給食センターでも同じく求められています。子供たちに安全な食をおいしい質

のいい食を提供するというのが使命でございますので，それがあります。そういったことを考えま

すとやはり言い方は悪いですけれども個別の農家さんで定時，定量，定質のものはなかなか難しい

と思います。そういったこともありますので単独校であろうが給食センターであろうが地産地消に

ついては同じ課題もありますので，先ほど課長が答弁いたしましたように農政とも連携しながらで

すね検討していきたいと思います。そういったことで地方創生もこの前一般質問でもございました

がそういった観点もございますので今後の給食提供の在り方ですね，そういった方式とかも含めま

して地産地消も含めてですね，そういったものも含めてやはり今委員がお尋ねのことも併せて議論

をしていきたいと考えております。それから人員の確保というのも非常に重要な課題でございます

のでそこ辺を合わせまして安心安全な給食を提供し続けるということ使命に検討していきたいと思

います。 

○委員（宮内 博君） 

高崎市では小さな学校，人数のある学校と共同で調理場を持って調理をする親子方式というのを

採用して取り組んでいるということもお聞きをしているんですけれど，それでも450食を超えるもの

についてはですね，そういう方式を取っていないということなんですよね，それで実際に地産地消

で取り組んでいる野菜等の供給量というのは全体で使う野菜の50％を群馬県産と高崎市産で賄って

いるという取組も報告をされています。何よりもその安全であるということと同時に近くでその給

食を作る姿が見ることができるということですね，そういう面で顔の見える，いわゆる食教育とい

いますか，そういうのもできるんだということで紹介をしていましたけれども，そういう面から考

えると，今まで自校方式でやっていたところがセンター方式に移行していくっていうことになりま

すと本当にどうなんだろうかというように考えるところです。今部長のほうからその自校方式でや

っていたところの業者の人たちをセンターになったときに活用していくのかということについては
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これから議論していきたいということですけど，やっぱり計画の段階から議論しておくべきもので

はないのかなと思うんですけど展望として，こういう方式をとったことによって，地産地消率をど

う引き上げようというような計画を持っているのかお聴きをしたいと思います。 

○教育部長（花堂 誠君） 

今，御指摘いただきました市全体の学校給食の在り方についてですね，そういったことも含めま

して早く議論をすべきだったと反省しております。しかしながら議会でも以前御議論いただきまし

て方向性としては単独処理場を維持していくということもございましたので，そういったことも併

せて今議員から御指摘もあったようにまた具体的に地産地消の率をどうっていうことは具体的に出

しておりません，そういったこともございますので地産地消としてどういった搬送生産から市場に

出さないと共販という体制からはずれることになりますので，そういったこともありますのでやは

り農政のほうとも意見を聞きながらすべてのいろんな課題を合わせて検討する機会を作っていかな

ければならないと思っております。 

○委員（新橋 実君） 

今回の国分中央高校屋内運動場は非常に大きな建物でありますけれども，鉄骨の三階建てなんで

すが特異なところはどういったところになりますか。 

○国分中央高校事務長（山下広行君） 

現在の体育館と比べまして１階のほうに武道場，多目的室，トレーニング室がございます。現在

のものにはない機能が備わったと，そして２階のほうはアリーナということで，通常全校朝礼に利

用できるような施設になっております。 

○委員（新橋 実君） 

非常に大きい建物でありますが，今後の利活用ですね，やっぱりこれだけの施設を造ればいろい

ろな形で利活用が見込まれるわけですが，その辺の利用についてはどのように考えているのか。中

央高校だけの利用なのかその辺はそうですか。 

○国分中央高校事務長（山下広行君） 

学校の体育館の施設の利活用については，県立の高等学校でも体育施設の開放をしておりますの

で，当然中央高校の体育館も開放という形にはなると思います。ただ，部活動が御存じのとおり盛

んですので，どうしても施設の開放の制限をかけざるを得ないというふうに考えております。 

○委員（新橋 実君） 

せっかく，こういう施設ができるわけですから多くの方に利用してもらったりしてもらうのが一

番だと思います。宮内小学校の増築の関係ですが改築もあるわけですよね，改修するほうの建物で

すね，これはいつ頃造られた建物になりますか。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

今回改修を行う建物につきましては，昭和50年度に当初建設した建物になります。 

○委員（新橋 実君） 

実際，クロスの張り替えのみとか書いてありますが，これだけで本当に済むのかなと思うんです

けども中身をはずして見たらどうだったとか，あそこはＲＣですかね。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

ＲＣです。鉄筋コンクリート造になります。それと昭和50年の建設になりますので耐震診断等は

終了している建物なので，耐震補強をしたかどうかは分かりませんが完了している建物になります。

今回の改修内容につきましては，この増築するほうに特別教室等を設ける関係上，特別教室を普通

教室に変える改修工事も一緒に含まれております。 

○委員（新橋 実君） 

私が知りたいのは改修となると，これはクロスだけとなっているのですが実際クロスを剥すと中

身がどうなっているのかとか，やってみなければ分からないという部分が出てくる思うわけですよ，

だからその辺が例えば，コンクリートの面がひびが入っているとかしている場合のその辺の対応は
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どういうような形で今回の設計に生かされているのかその辺はどうなんですか。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

今回，改修するに当たって躯体までは取り除かないところもあるので基本コンクリート躯体の補

修等は今回の工事では見ておりません。内部改修の内装材等の撤去等は行いますのでその棟の新規

新調，クロスについても改修するところについては全面張り替えというような形をとりますけど，

躯体についての改修は今回はみておりません。 

○委員（新橋 実君） 

みてなくてそういう事態が起こった場合ですね，開けたときに躯体に何かある可能性があるわけ

ですよ，そういう場合は対応ができるのですかということです。その辺はどう対応していくのかと

いうことを確認したいのですけど。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

構造上支障がある建物等がもし，剥ぎとってみて見えたときには業者と，今度管理設計も出すん

ですけれども，協議してもっとも良い改修方法をその時期にもう一度協議をする必要はあろうかと

思います。 

○委員（新橋 実君） 

耐震は終わっているということですがそういったことも，しっかり考えながしないとやった後で

またやり替えるということがないように，技術者の方もいらっしゃるはずですのでしっかり対応し

ていただいてですね，後々やり替えることがないように進めていただきたいと思いますのでお願い

します。 

○委員（今吉歳晴君） 

総合評価方式についてお聴きしたいのですが，これはどこで評価をされているのですか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

総合評価方式につきましては，先ほど申し上げました。最終的なものは議案書の中にございます，

評価値が最高のものが落札者になるということでございますけれども，この評価値の元をたどりま

すと先ほど御説明いたしました，技術評価点数というのがございまして，企業の施工能力，配置予

定者の技術者の能力，地域貢献度等が大元になっているというふうに御理解いただきたい。 

○委員（今吉歳晴君） 

その評価はどこでされるのか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

霧島市でこの総合評価方式の要綱を内規で定めておりまして，それに基づく委員会がございます

のでその委員会で行っております。 

○委員（今吉歳晴君） 

委員会は民間ですか，庁舎内の方ですか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

はい，庁舎内でございます。 

○委員（今吉歳晴君） 

この評価は年１回あるいは年に何回か評価見直しをされるのか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

見直しといいますか，このもともとの内規自体が県の要綱に基づいておりますので現在のところ

はそれに沿って運用がされておりまして，定期的に見直しがされているということは私どものほう

では把握をしておりません。 

○委員（今吉歳晴君） 

例えば，評価技術値，評価値ですかこれは入札をされるその時点では業者は自分の評価値をちゃ

んと把握されているのか。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 
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評価値につきましては，ＪＶを組んだ時点で企業の能力，職員の配置能力，地域貢献度等を積み

上げていった形で最終的に何点という評価点数が出ましてその評価点数について金額と基本の点数

と掛けたり，割ったりした形で最終的に出てきた数字がこの評価値いう形になりますので，その評

価値の一番高いところを落札業者としますという総合評価方式になっていますので自分の企業能力

等は積み上げていけば，概ねの点数はそのＪＶとしての点数は把握できると思います。 

○委員（今吉歳晴君） 

厳正さ，あるいは私見，そういうものが入る余地というのはないものなのか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

先ほどからお答えしておりますとおり，内規に基づいて運用をいたしておりますので私見等が入

る余地はないものと理解しております。 

○委員（今吉歳晴君）  

予定価格以内，最低制限価格以上であってその中で最低の価格で応募したものがこれは落札業者

ということにしたほうが一番私はこのほうが一番厳正な，誰が見ても適正な判定になるのではない

かと思うんですが，そうではなくて評価値を取り入れられた主な要因というのは何ですか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

はい，これは教育部だけではなくて霧島市全体の考え方としてこの総合評価方式，一定の金額以

上のものについて現在運用されてるところでございますけれども，一般的にこの総合評価方式を採

用するメリットとしまして言われておりますことが，過去の工事実績や経営状況，技術力等によっ

て評価をし全体的な内容がすぐれている業者を落札業者として選定することができる，価格だけで

の入札ではなく総合的に評価をするため談合防止にもなるということで，この総合評価方式の導入

がなされているというふうに理解いたしております。 

○委員（今吉歳晴君） 

今後は，実績云々もでしょうが今後指名競争をする場合に指名に入ろうとすればやはりこういう

評価値が重要視されてくる方向に進んでいくのでしょうか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

本来でありますならば，工事契約検査課の範囲になろうかと思いますけれども，私どもが一部局

としてお答えできますのは，やはり公正さが求められる入札業務になりますので案件によりまして

は総合評価方式というものが今後も続いていくものというふうに考えております。 

○委員（新橋 実君） 

確認なんですけれども，学校給食センターを見ると，２階建てになっているわけですけれども，

２階部分が会議室等，非常に少ないスペースで吹き抜け部分も非常に多いわけです。２階にする必

要というのは，吹き抜けとかいろいろあるわけですけれども平屋にして，会議室とかそういった，

トイレとか更衣室とかいろいろありますけれども，土地に余裕があれば，平屋ではだめだったので

すか。無駄なスペースが非常に多いような気がするのですけれども，その辺はどうなんですか。 

○教育総務課長（本村成明君） 

給食センターの建設予定地につきましては,非常に敷地がいっぱいいっぱいでございまして,なか

なか，理想的には平屋だったんでしょうけれども，先ほど学校給食課長も答弁いたしましたとおり

ドライ方式を用いるということで区画された部屋等も必要で,最初の厨房機器のプロポーザルでも

先ほどありましたに２社ともにこの平面計画も出されておりますけれども,それらを総合的に検討

した結果,２階がやっぱり必要だということになったというふうに聞いております。 

○委員（新橋 実君） 

  場所がそれだけのスペースがあれば平屋でも十分対応できたということで理解していいんですか。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

  敷地が広い奥行きの方，配置でいけば東西にかけての幅がもう少し広ければ，会議室と更衣室等

を下に持ってこれるが,その分,今度は食育という観点から見学通路等を設けるということになれば
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平屋になるとその周りに通路を設けるというような形も取らざるを得なくなるので,平屋にすれば

かなりの建築面積が必要になるというのも一つあります。で今回の場合は,見学通路もあくまでも階

段から上がった,すぐ手前と会議室を併用させてもらって見学をできるという形をとって２階につ

いては極力床面積を増やさないようにというような計画もなされた形で今回提案さしていただいて

おります。 

○委員（新橋 実君） 

  見学通路をいわれましたけれども,例えば隼人の給食センターもあります。給食センターの見学通

路というのは，その学校の子ども達が見に来るのか,外のところからもいろんな視察もあるかもわか

りませんけれども,どれぐらいの視察があるのかその辺はどうなんですか。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

今現在,私隼人センターのほうに勤務しておりますけれども，まず子供たちの社会科見学であった

りとか遠足のコースで低学年のお子さんが中心ですけどお見えになったりとか,ＰＴＡ関係の方で

あったりとか，後は近隣自治体の方,近隣のまた学校関係者の方といった方がお見えになられます。

やはり先ほど子供たちが調理する場を見る機会は，なかなかないわけでございますので,子供たちが

その見学通路から見学をしますと驚きの声とか，調理員さんたちの大変さとか,残食を無くさないと

いけないんだなというのを学んで帰っていただいているのかなというのを強く思うところでござい

ます。そして,隼人センターにあるので今度できるセンターについては，食育施設はどうだろうかと

いう議論もあったんですけれども,やはり隼人センター,距離がございますので,なかなか隼人から

配食をしているお子さんであったりとか遠足で来るにしても来れる条件というものがあり,送迎を

しなければいけなかったりとかあるものですから,であれば国分の中心地に2,000食規模ということ

であれば,今後子供たちの食育であるとか子供たちだけでなくて保護者の方々への食育といいます

か,早寝早起き朝ごはんというところに興味というものも持っていただけるんじゃないかなという

ことで，限られた予算もございますけれども，やはり見学コースというのは給食センターとしては

重要な施設の一つになるのではないかなというような議論があってこのような形をとらせていただ

きました。 

○委員（新橋 実君） 

  私たちは，旧国分時代だったものですから自校方式であったものですから,そういう見学とかは行

ったことはないのですが,例えば見学をされるのは自校方式でないところの子供達が行くというこ

と理解していいんですか。 

○学校給食課長（北井上真悟君） 

 今，衛生管理基準が非常に厳しいわけでございますので,単独校の子供たちであったとしても自分

たちが受けとる場所,配膳されているところから中をのぞくとかガラス窓から,外から見える範囲と

いう中で，中の様子というのはなかなか見れなくなっております。ですので,当然,配食するところ

だけではなくて国分の中心地にございますので，いろんな学校の子供たちに見てもらって給食を作

る現場というものはこういうものなのだなというのを学んでいただける場になればいいなというふ

うに思っております。 

○委員（新橋 実君） 

この吹き抜けの,この周りのこれはガラス張りか何かになっているということですか。２階は吹き

抜けになって，これではぜんぜんわからないのですが,この吹き抜けの周りは普通は手すりかなんか

なんでしょうけれども,衛生面やらいろいろ考えればどういうふうな構造になってるのか，そこを確

認します。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

  見学ができるのはあくまでもこの見学通路から吹き抜けを見る部分,会議室から吹き抜けを見る

部分の２箇所になっております。ほかは見学通路としての通路１周は回しておりませんので,実際見

学ができるのはこの２箇所からになろうかと思います。階段から上がった前の見学通路というとこ
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ろから吹き抜けという方に向かってみる部分と，会議室というところから上の吹き抜けというとこ

ろはガラス張りになっていますので見えるという部分と，後,洗浄室部分については,会議室の図面

から言えば左側の吹き抜けと書いてあるこの部分が一部，みれるというような形で,全体的に見れる

というわけではないんですけれどもあくまでもこういう形で作業はされているよというのが見学で

きるスペースだけは設けているという形になります。 

○委員（新橋 実君） 

この吹き抜け部分は,後の吹き抜け部分の周りの形はどういうふうな形になっていますか。例えば

ごみがその下に落ちる可能性もあるわけですね｡後はフロアになっているわけですよね。これは人が

立ち入ることができるわけですよね。そういったところの衛生面とかその辺はどういうふうな形に

なっているのか。壁で仕切られているのだったらあれでしょうけれども,上からのことも考えればち

ょっと。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

吹き抜け以外の部分につきましては,１階の天井になりますので上がっているわけではなくて１

階部分の天井がちょっとあるような形になっております。２階の天井部分まで吹き抜け部分につい

ては上がっているような形になります。 

○委員（新橋 実君） 

結局,床は見学通路と会議室で終わりということですか。後は天井ですね。 

○教育施設Ｇ長（末永明弘君） 

  吹き抜け部分以外については１階の天井になります。 

○委員長（前島広紀君） 

  ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午前１１時４８分」 

「再 開  午前１１時５０分」 

 

 

 

△ 自由討議 

 

 

○委員長（前島広紀君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に，議案６件の自由討議に入りますが，本日の会次第順に

進めますので，意見があれば御発言ください。まず，議案第56号，霧島市議会議員及び霧島市長の

選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営

に関する条例の一部改正について一部改正についての討論に入ります。討論はありませんか。 

○委員（宮内 博君） 

議論の中でも申し上げてきたところですけれども,３年前の市会議員選挙の時,それまでの２回の

市会議員選挙では利用することができた箱バン方式の貨物自動車，軽自動車ですけれども,それが３

年前から利用できなくなったということがありました。本条例の改定は,その利用できる自動車につ

いての使用料と燃料代ということで法律の改定によって引き上げをするものでありましたが,議論

の中でも事務局長から回答がありましたように,九州各県の事務局長会議等でも利用できる車につ

いてかなり煩雑になっていると,複雑になっているということで早期の見直しを国に求めていると

いうことでありましたけれども,法律自体の制約の中でこういう方式をとらざるを得ないという部

分はありますけれども,もう少し安全面が当然確保できるということが最重要ではありますけれど，

利用の規定を検討していくことが必要だと私は思いますし,そのことをもう少し選挙管理委員会と

しても働きかけを強めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 
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○委員長（前島広紀君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，次に進みます。議案57号について，意見はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，次に進みます。議案59号について，意見はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，次に進みます。議案第60号について，意見はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，次に進みます。議案第61号について，意見はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，次に進みます。議案第62号について，意見はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですので，これで議案６件の自由討議を終わります。 

 

  ここでしばらく休憩します。 

「休 憩  午前１１時５８分」 

「再 開  午前１１時５９分」 

 

 

 

△ 議案第５６号 霧島市議会議員及び霧島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並び

に選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一

部改正について 

 

 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

○委員長（前島広紀君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

それでは，これより議案処理に入ります。議案番号順に行います。まず，議案第56号，霧島市議

会議員及び霧島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用

ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正について一部改正についての討論に入ります。討論

はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

討論なしと認めます。採決します。議案第56号については，原案のとおり可決すべきものと決定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

御異議なしと認めます。したがって，議案第56号については，全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 

 

 

△ 議案第５７号 霧島市公民館運営審議会に関する条例の一部改正について 
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次に，議案第57号，霧島市公民館運営審議会に関する条例の一部を改正する条例についての討論

に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

討論なしと認めます。採決します。議案第57号については，原案のとおり可決すべきものと決定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

御異議なしと認めます。したがって，議案第57号については，全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 

 

 

  △ 議案第５９号 請負契約の締結について（Ｈ28 国分中央高等学校屋内運動場建築工事） 

 

 

次に，議案第59号，請負契約の締結について(Ｈ28 国分中央高等学校屋内運動場建築工事)の討

論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

討論なしと認めます。採決します。議案第59号については，原案のとおり可決すべきものと決定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

御異議なしと認めます。したがって，議案第59号については，全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 

 

 

△ 議案第６０号 請負契約の締結について（Ｈ28 宮内小学校校舎増築ほか建築工事） 

 

 

 

次に，議案第60号，請負契約の締結について(Ｈ28 宮内小学校校舎増築ほか建築工事)の討論に

入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

討論なしと認めます。採決します。議案第60号については，原案のとおり可決すべきものと決定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う声あり］ 

御異議なしと認めます。したがって，議案第60号については，全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 

 

 

△ 議案第６１号 請負契約の締結について（Ｈ28 国分学校給食センター建設建築工事） 

 

 

次に，議案第61号，請負契約の締結について(Ｈ28 国分学校給食センター建設建築工事)の討論
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に入ります。討論はありませんか。 

○委員（宮内 博君） 

議案第61号の請負契約の締結は，国分学校給食センターの建築工事に関わる契約案件であります。

議案第62号の財産の取得とも当然関連をするわけでありますけれど，本議案は旧国分市で政策的に

これまで実施されてきました自校方式による学校給食の在り方を大きく変える請負契約案件になっ

ているという点であります。議論の中でも明らかになりましたように，今回建設される（仮称）国

分学校給食センターは，上小川小学校，国分西小学校，天降川小学校，川原小学校，木原小・中学

校の学校給食をこの国分学校給食センターで約1,800食作るための学校給食センターを建設しよう

というものであります。私ども総務文教常任委員会は，本年５月に群馬県高崎市の学校給食につい

て研修をしたところであります。高崎市では，平成17年の合併からこの間，14校の小・中学校をセ

ンター方式から自校方式に切り替えて学校給食が提供できるような政策的な取組を進めているとこ

ろです。これらの自校方式を重視した取組によって，高崎市内の小・中学校で活用される地場産の

野菜類，根菜類の自給率は高崎産で28.5％，群馬県産で19.6％，約50％の食材が地元で生産された

もので活用されているという報告も受けたところであります。今回，2,000食近い学校給食をここで

作るということになるわけでありますけれど，実際に地産地消の取組が大きく後退をしかねない，

そういうものにつながるものだと指摘をしなければなりません。センター方式から自校方式に切り

替えていくこういう取組が私は霧島市でも求められていると思いますし，今回の契約はこれらの取

組から逆行すると。これまで，私ども市議団は，一般質問の中でこの問題点を指摘した経過もあり

ますけれどもそのような問題点をもつ請負契約であるということを指摘して本案に対する討論とし

たいと思います。 

○委員長（前島広紀君） 

ほかに，賛成者の側の討論はありませんか。 

○委員（平原志保君） 

賛成の方で討論いたします。私もできたら自校方式が給食を作るうえでは一番理想だとは思いま

す。のですが，今回，隼人給食センターが4,500食ということで，いっぱいいっぱいの状況になって

おります。これを一刻でも早く解消し，ドライ方式にしたシステムにしないことには給食の質の衛

生面，安全とかというものが保たれなくなってきているということですので，ここから何年かかる

かわかりませんが，まずは，選択としては自校方式を幾つか解消していくというよりは，一回セン

ターにし，そしてドライ方式にやった上で，何十年後かになるかも知れませんが，またそのときに

自校方式など取り入れられるようなものになっていけばいいんじゃないかと理想的に思っています

けれども。そういうわけで今回は一刻も早い安全な施設を作るという上で賛成いたします。 

○委員長（前島広紀君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

ないようですのでこれで討論を終わります。採決します。議案第61号については，原案のとおり

可決することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

起立者５名，起立多数と認めます。したがって，議案第61号は，原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 

 

 

△ 議案第６２号 財産の取得について 
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次に，議案第62号財産の取得についての討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

討論なしと認めます。採決します。議案第62号については，原案のとおり可決すべきものと決定

することに御異議ありませんか。 

［「異議あり」の声あり］ 

  ただいま，御異議がございましたので，起立により採決を致します。議案第62号について，原案

のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

起立者５名，起立多数と認めます。したがって，議案第62号は，原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 

 

 

△ 委員長報告に付け加える点の確認 

 

 

議案処理が終わりましたけれども，委員長報告に何か付け加える点はございませんか。 

 

○委員（宮内博君） 

学校給食の関係で，今採択されたわけですけれども，部長からの答弁がありましたように，これ

まで自校方式で取り組んでいるところの学校給食について今回センター方式にしていくということ

になると，実際そこに納めていた業者の人たちを保護するための取組をどういうふうにしていくの

かということで申し上げましたけれども，まだそのこと自体が検討されていないということが明ら

かになったところです。当然，配食数も1,800食ということでありますけれども，可能な限り地元の

農産物が供給できるような形で，当然，これまで自校方式で行っていたところに納入をされていた

地元の農家の方たち等についてそれらのことが継続して納入できるような形で進めてもらいたいと

いうことはぜひ加えていただきたいと思います。 

○委員長（前島広紀君） 

それでは，ただいまの御意見を盛り込むことといたしまして，報告については委員長に御一任い

ただけますでしょうか。 

［「はい」と言う声あり］ 

○委員長（前島広紀君） 

それでは，そのようにさせていただきたいと思います。これで付託された案件の審査を終了いた

します。 

 

 

 

△ 閉会中の所管事務調査について 

 

 

○委員長（前島広紀君） 

次に，閉会中の所管事務調査について協議します。具体的な調査項目の御意見はありませんか。 

○委員（宮内博君） 

産業建設委員会では，明日，委員会調査で豪雨災害の調査をすると聞いているんですけど，災害

対策ということになると当然，安心安全課のほうで担っている部分，そういうものも当委員会の仕
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事になってくるということでありますので，今回，23年ぶりの豪雨災害を受けた直後でありますか

ら，閉会中時間があれば，当委員会としても水害が発生した地域の問題点，そして，安心安全課と

して取り組むことができるための対策等，調査ができないのかというふうに思っているところであ

りまして，皆さんの賛同をいただければ調査項目に入れていただければ有り難いと思います。 

○委員長（前島広紀君） 

災害対策ということですけれども，調査項目として掲げてよろしいでしょうか。 

［「はい」と言う声あり］ 

○委員長（前島広紀君） 

どういう形で調査していくかというのは検討していきたいと思います。ほかにありませんか。 

○委員（宮内博君） 

災害対策ということで言えば，今ありましたようにメガソーラーの建設の問題があります。永水

の災害を経て，どういうふうにして大規模開発に災害対応をしていくことが必要なのかということ

で見ますと，旧ガーデンシティー用地のところの現場近くまで足を運んだんですけれども，40メー

トルくらいの山を削って平地にするということなんですよね。永水も同じような形で整備をしてあ

れだけの土砂がえぐられるような災害を受けているということなどもあります。今回，集落も非常

に近いところにありますので，そういう面では議論をする必要があると思います。 

○委員長（前島広紀君） 

それも盛り込むということでよろしいですか。 

［「はい」と言う声あり］ 

○委員長（前島広紀君） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

○委員長（前島広紀君） 

そのようにさせていただきます。 

 

 

 

  △ その他 

 

 

○委員長（前島広紀君） 

  次に，委員会全般に係るその他として，委員の皆様から何かありませんか。 

［「なし」と言う声あり］ 

○委員長（前島広紀君） 

なければ私のほうから１件取り上げたいことがあるんですけれども。８月17日に開かれた議員と

語ろかいの取りまとめをしないといけません。 

ここでしばらく休憩します。 

 

「休 憩  午後 ０時１０分」 

「再 開  午後 ０時１２分」 

 

○委員長（前島広紀君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。議員と語ろかいの精査，報告に関しましては，閉会しまして

からまとめたものをお配りしまして見ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

［「はい」と言う声あり］ 
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○委員長（前島広紀君） 

以上で本日の総務文教常任会を閉会いたします。 

 

「散 会  午後 ０時１３分」 

 

 

以上，本委員会の概要と相違ないことを認め，ここに署名する。 

 

 

 委員長    

 

 

 


